
一
頁

○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
少
年
警
察
活
動
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
月
三
十
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

泉

信
也

少
年
警
察
活
動
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

少
年
警
察
活
動
規
則
（
平
成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
三
章

少
年
の
非
行
の
防

第
一
節

通
則
（
第
十
二

目
次
中
「
第
三
章

少
年
の
非
行
の
防
止
の
た
め
の
活
動
（
第
十
二
条
・
第
十
三
条
）
」
を

第
二
節

触
法
調
査
（
第

第
三
節

ぐ
犯
調
査
（
第

第
四
節

雑
則
（
第
三
十

止
の
た
め
の
活
動



二
頁

条

第
十
四
条
）

｜
十
五
条

第
二
十
六
条
）

に
、
「
第
十
四
条

第
十
七
条
」
を
「
第
三
十
六
条

第
三
十
九
条
」
に
改
め
る
。

｜

｜

｜

二
十
七
条

第
三
十
四
条
）

｜

五
条
）

」

第
二
条
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
中
「
第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
三
条
第
三
項

及
び
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

低
年
齢
少
年

十
四
歳
に
満
た
な
い
者
を
い
う
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項

、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。

第
十
六
条
中
「
等
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。

２

要
保
護
少
年
に
つ
い
て
、
少
年
に
保
護
者
が
な
い
と
き
又
は
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
長
官
が
定
め
る
様
式
の
児
童
通
告
書
に
よ
り
児
童
相
談
所
に
通
告
す
る
も
の
と
す
る
。



三
頁

第
十
五
条
中
「
警
察
庁
長
官
」
を
「
長
官
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
七
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
第
十

三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
節
を
加
え
る
。

第
二
節

触
法
調
査

（
触
法
調
査
の
基
本
）

第
十
五
条

触
法
調
査
に
つ
い
て
は
、
少
年
法
及
び
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
措
置
に
資
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
少
年
の
健

全
な
育
成
を
期
す
る
精
神
を
も
っ
て
、
こ
れ
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

触
法
調
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
低
年
齢
少
年
が
精
神
的
に
未
成
熟
で
あ
り
、
可
塑
性
に
富
む
こ
と
、
迎
合
す
る

傾
向
に
あ
る
こ
と
等
の
特
性
を
有
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
特
に
他
人
の
耳
目
に
触
れ
な
い
よ
う
に
し
、
少
年
に
対
す
る
言

動
に
注
意
す
る
等
温
情
と
理
解
を
も
っ
て
当
た
り
、
少
年
の
心
情
と
早
期
の
立
直
り
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
査
す
べ
き
事
項
）

第
十
六
条

触
法
調
査
に
お
い
て
は
、
事
件
の
事
実
、
原
因
及
び
動
機
並
び
に
当
該
少
年
の
性
格
、
行
状
、
経
歴
、
教
育
程
度

、
環
境
、
家
庭
の
状
況
、
交
友
関
係
等
に
つ
い
て
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
指
揮
）



四
頁

第
十
七
条

触
法
調
査
の
指
揮
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
捜
査
規
範
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
（
事
件
指
揮
簿
に
関
す
る
部
分
を
除

く
。
）
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
中
「
捜
査
」
又
は
「
犯
罪
の
捜
査
」
と
あ
る
の
は
「

触
法
少
年
に
係
る
事
件
の
調
査
」
と
、
「
捜
査
態
勢
」
と
あ
る
の
は
「
調
査
態
勢
」
と
、
第
十
七
条
の
見
出
し
中
「
捜
査
担

当
部
課
長
」
と
あ
る
の
は
「
調
査
担
当
部
長
及
び
課
長
」
と
、
同
条
中
「
刑
事
部
長
、
警
備
部
長
そ
の
他
犯
罪
の
捜
査
を
担

当
す
る
部
課
長
」
と
あ
る
の
は
「
触
法
少
年
に
係
る
事
件
の
調
査
を
担
当
す
る
部
長
及
び
課
長
」
と
、
「
犯
罪
の
捜
査
の
」

と
あ
る
の
は
「
触
法
少
年
に
係
る
事
件
の
調
査
の
」
と
、
第
十
八
条
中
「
犯
罪
の
捜
査
」
又
は
「
捜
査
」
と
あ
る
の
は
「
触

法
少
年
に
係
る
事
件
の
調
査
」
と
、
第
十
九
条
の
見
出
し
中
「
捜
査
指
揮
」
と
あ
る
の
は
「
調
査
指
揮
」
と
、
同
条
第
一
項

中
「
犯
罪
の
捜
査
」
と
あ
る
の
は
「
触
法
少
年
に
係
る
事
件
の
調
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

触
法
少
年
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
警
察
庁
長
官
（
以
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
様
式
の
少
年
事
件
処
理
簿

を
作
成
し
、
触
法
調
査
の
指
揮
及
び
事
件
の
送
致
又
は
通
告
そ
の
他
の
事
件
の
処
理
の
経
過
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
調
査
主
任
官
）

第
十
八
条

警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
は
、
個
々
の
触
法
調
査
に
つ
き
、
調
査
主
任
官
を
指
名
す
る
も
の
と
す
る
。



五
頁

２

調
査
主
任
官
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
犯
罪
捜
査
規
範
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
（
事
件

指
揮
簿
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
ま
で
の
規
定
に
よ
り
指
揮
を
受
け
、
当
該
触
法
調
査
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行

う
も
の
と
す
る
。

一

調
査
す
べ
き
事
項
及
び
調
査
に
従
事
す
る
者
の
任
務
分
担
を
定
め
る
こ
と
。

二

押
収
物
及
び
そ
の
換
価
代
金
の
出
納
を
承
認
し
、
こ
れ
ら
の
保
管
の
状
況
を
常
に
把
握
す
る
こ
と
。

三

調
査
方
針
を
立
て
る
こ
と
。

四

調
査
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
調
査
の
状
況
に
関
し
報
告
を
求
め
る
こ
と
。

五

調
査
の
適
正
な
遂
行
及
び
当
該
調
査
に
係
る
少
年
の
自
殺
そ
の
他
の
事
故
の
防
止
に
つ
い
て
調
査
に
従
事
す
る
者
に
対

す
る
指
導
教
養
を
行
う
こ
と
。

六

家
庭
裁
判
所
、
児
童
相
談
所
、
学
校
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項

３

警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
主
任
官
を
指
名
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
件
の
内
容
並
び

に
所
属
の
職
員
の
調
査
能
力
、
知
識
経
験
及
び
職
務
遂
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
前
項
に
規
定
す
る
職
務
を
的
確
に
行
う
こ
と



六
頁

が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

調
査
主
任
官
が
交
代
す
る
場
合
に
は
、
関
係
書
類
、
証
拠
物
等
の
引
継
ぎ
を
確
実
に
行
う
と
と
も
に
、
調
査
の
状
況
そ
の

他
必
要
な
事
項
を
明
ら
か
に
し
、
事
後
の
調
査
に
支
障
を
来
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
付
添
人
の
選
任
）

第
十
九
条

少
年
法
第
六
条
の
三
に
規
定
す
る
付
添
人
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
付
添
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
又
は
付

添
人
か
ら
両
者
が
連
署
し
た
付
添
人
選
任
届
を
差
し
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
触
法
調
査
の
た
め
の
呼
出
し
及
び
質
問
）

第
二
十
条

触
法
調
査
の
た
め
、
触
法
少
年
で
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
の
理
由
の
あ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
少

年
」
と
い
う
。
）
、
保
護
者
又
は
参
考
人
を
呼
び
出
す
に
当
た
っ
て
は
、
電
話
、
長
官
が
定
め
る
様
式
の
呼
出
状
の
送
付
そ

の
他
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
出
向
く
べ
き
日
時
、
場
所
、
用
件
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
呼
出
人
に
確
実
に
伝
達
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
少
年
又
は
重
要
な
参
考
人
の
呼
出
し
に
つ
い
て
は
、
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
に
報

告
し
て
、
そ
の
指
揮
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

少
年
を
呼
び
出
し
、
質
問
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
少
年
の
保
護
者
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
者
に
連
絡
す
る
も
の
と



七
頁

す
る
。
た
だ
し
、
連
絡
す
る
こ
と
が
当
該
少
年
の
福
祉
上
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

３

少
年
を
呼
び
出
し
、
質
問
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
少
年
に
無
用
の
緊
張
又
は
不
安
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
言
動

に
注
意
す
る
と
と
も
に
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
夜
間
に
呼
び
出
し
、
質
問
す
る
こ
と
、
長
時
間
に
わ
た
り
質
問
す

る
こ
と
及
び
他
人
の
耳
目
に
触
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
に
お
い
て
質
問
す
る
こ
と
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

少
年
に
質
問
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
少
年
に
無
用
の
緊
張
又
は
不
安
を
与
え
る
こ
と
を
避
け
、
事
案
の
真
相
を
明
ら

か
に
し
、
事
後
の
効
果
的
な
指
導
育
成
に
資
す
る
よ
う
、
少
年
の
保
護
者
そ
の
他
の
当
該
少
年
の
保
護
又
は
監
護
の
観
点
か

ら
適
切
と
認
め
ら
れ
る
者
の
立
会
い
に
つ
い
て
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

５

少
年
、
保
護
者
又
は
参
考
人
を
呼
び
出
す
場
合
に
は
、
長
官
が
定
め
る
様
式
の
呼
出
簿
に
所
要
事
項
を
記
載
し
て
、
そ
の

処
理
の
経
過
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
令
状
の
請
求
）

第
二
十
一
条

少
年
法
第
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
中
の
司
法
警
察
職
員
の
行
う
押
収
、
捜
索

、
検
証
及
び
鑑
定
の
嘱
託
に
関
す
る
規
定
（
同
法
第
二
百
二
十
四
条
を
除
く
。
）
に
よ
る
捜
索
、
差
押
え
、
検
証
若
し
く
は



八
頁

身
体
検
査
の
令
状
又
は
鑑
定
処
分
許
可
状
は
、
同
法
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
指

定
す
る
警
部
以
上
の
階
級
に
あ
る
司
法
警
察
員
た
る
警
察
官
が
こ
れ
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い

と
き
は
、
他
の
司
法
警
察
員
た
る
警
察
官
が
請
求
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

２

前
項
の
令
状
を
請
求
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
順
を
経
て
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
に
報
告
し
、
そ
の
指
揮
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
急
速
を
要
し
、
指
揮
を
受
け
る
い
と
ま
の
な
い
場
合
に
は
、
請
求
後
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
報

告
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
令
状
を
請
求
し
た
と
き
は
、
長
官
が
定
め
る
様
式
の
令
状
請
求
簿
に
よ
り
、
請
求
の
手
続
、
発
付
後
の
状
況
等

を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
触
法
少
年
に
係
る
事
件
の
送
致
又
は
通
告
）

第
二
十
二
条

触
法
調
査
の
結
果
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
の
手
続
に
よ
り
処
理
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
少
年
が
少
年
法
第
六
条
の
六
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

長
官
が
定
め
る
様
式
の
触
法
少
年
事

件
送
致
書
を
作
成
し
、
こ
れ
に
長
官
が
定
め
る
様
式
の
身
上
調
査
表
そ
の
他
の
関
係
書
類
を
添
付
し
て
児
童
相
談
所
長
に

送
致
す
る
こ
と
。



九
頁

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
少
年
に
保
護
者
が
な
い
と
き
又
は
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き

長
官
が
定
め
る
様
式
の
児
童
通
告
書
に
よ
り
児
童
相
談
所
に
通
告
す
る
ほ
か
、
少
年
法
第
六
条
の

二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
警
察
職
員
の
職
務
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

号
）

別
記
様
式
の
調
査
概
要
結
果
通
知
書
に
よ
り
児
童
相
談
所
に
通
知
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
処
理
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
の
指
揮
を
受
け
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
連
事
件
の
送
致
）

第
二
十
三
条

数
個
の
触
法
少
年
に
係
る
事
件
が
関
連
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
共
に
児
童
相
談
所
長
に
送
致
す
る
と

き
は
、
各
別
の
記
録
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
共
通
証
拠
物
の
取
扱
い
）

第
二
十
四
条

触
法
少
年
に
係
る
事
件
が
成
人
又
は
犯
罪
少
年
に
係
る
事
件
と
関
連
し
、
こ
れ
ら
を
送
致
若
し
く
は
送
付
す
る

場
合
に
お
い
て
、
共
通
の
証
拠
物
が
あ
る
と
き
は
、
成
人
又
は
犯
罪
少
年
に
係
る
事
件
に
証
拠
物
を
添
付
し
、
触
法
少
年
に

係
る
事
件
の
記
録
に
こ
の
旨
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
触
法
少
年
に
係
る
事
件
の
み
が
重
要
と
認
め
ら
れ
、
か

つ
、
当
該
事
件
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
は
、
当
該
措
置
に
係
る
家
庭



一
〇
頁

裁
判
所
に
証
拠
物
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
導
教
養
）

第
二
十
五
条

警
察
本
部
長
及
び
警
察
署
長
は
、
触
法
調
査
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
低
年
齢
少
年
の
特
性
そ
の
他
の
職
務
遂

行
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
関
す
る
指
導
教
養
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
二
十
六
条

触
法
調
査
に
つ
い
て
は
、
こ
の
節
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
犯
罪
捜
査
規
範

第
十
一
章
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節

ぐ
犯
調
査

（
ぐ
犯
調
査
の
基
本
）

第
二
十
七
条

犯
罪
の
捜
査
、
触
法
調
査
、
少
年
相
談
そ
の
他
の
活
動
に
お
い
て
、
ぐ
犯
少
年
と
認
め
ら
れ
る
者
を
発
見
し
た

場
合
は
、
少
年
法
及
び
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
措
置
に
資
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
少
年
の
健
全
な
育
成
を
期
す
る
精
神

を
も
っ
て
、
当
該
少
年
に
係
る
事
件
の
調
査
に
当
た
る
も
の
と
す
る
。

２

ぐ
犯
調
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
少
年
の
心
理
、
生
理
そ
の
他
の
特
性
に
か
ん
が
み
、
特
に
他
人
の
耳
目
に
触
れ
な
い



一
一
頁

よ
う
に
し
、
少
年
に
対
す
る
言
動
に
注
意
す
る
等
温
情
と
理
解
を
も
っ
て
当
た
り
、
そ
の
心
情
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ぐ
犯
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
警
察
職
員
）

第
二
十
八
条

少
年
法
第
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
警
察
職
員
の
職
務
等
に
関
す
る
規
則
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
警

察
本
部
長
が
指
定
し
た
警
察
職
員
は
、
上
司
で
あ
る
警
察
官
の
命
を
受
け
、
ぐ
犯
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
調
査
す
べ
き
事
項
）

第
二
十
九
条

ぐ
犯
調
査
に
お
い
て
は
、
事
件
の
事
実
、
原
因
及
び
動
機
並
び
に
当
該
少
年
の
性
格
、
行
状
、
経
歴
、
教
育
程

度
、
環
境
、
家
庭
の
状
況
、
交
友
関
係
等
に
つ
い
て
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
主
任
官
等
）

第
三
十
条

警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
は
、
調
査
す
べ
き
事
項
及
び
調
査
に
従
事
す
る
者
の
任
務
分
担
の
決
定
、
関
係
機
関

と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
適
正
な
調
査
の
遂
行
及
び
管
理
の
た
め
に
必
要
な
職
務
を
行
わ
せ
る
た
め
、
個
々
の
ぐ
犯
調
査
に

つ
き
、
調
査
主
任
官
を
指
名
す
る
も
の
と
す
る
。

２

調
査
主
任
官
が
交
代
す
る
場
合
に
は
、
関
係
書
類
等
の
引
継
ぎ
を
確
実
に
行
う
と
と
も
に
、
調
査
の
状
況
そ
の
他
必
要
な



一
二
頁

事
項
を
明
ら
か
に
し
、
事
後
の
調
査
に
支
障
を
来
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

ぐ
犯
少
年
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
長
官
が
定
め
る
様
式
の
少
年
事
件
処
理
簿
を
作
成
し
、
ぐ
犯
調
査
の
指
揮
及
び
事

件
の
送
致
又
は
通
告
そ
の
他
の
事
件
の
処
理
の
経
過
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ぐ
犯
調
査
の
た
め
の
呼
出
し
及
び
質
問
）

第
三
十
一
条

ぐ
犯
調
査
の
た
め
、
ぐ
犯
少
年
と
認
め
ら
れ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
少
年
」
と
い
う
。
）
、
保
護
者

又
は
参
考
人
を
呼
び
出
す
に
当
た
っ
て
は
、
電
話
、
長
官
が
定
め
る
様
式
の
呼
出
状
の
送
付
そ
の
他
適
当
な
方
法
に
よ
り
、

出
向
く
べ
き
日
時
、
場
所
、
用
件
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
呼
出
人
に
確
実
に
伝
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
少
年
又
は
重
要
な
参
考
人
の
呼
出
し
に
つ
い
て
は
、
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
に
報
告
し
て
、
そ
の
指
揮
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

少
年
を
呼
び
出
し
、
質
問
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
少
年
の
保
護
者
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
者
に
連
絡
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
連
絡
す
る
こ
と
が
当
該
少
年
の
福
祉
上
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

３

少
年
、
保
護
者
又
は
参
考
人
を
呼
び
出
す
場
合
に
は
、
長
官
が
定
め
る
様
式
の
呼
出
簿
に
所
要
事
項
を
記
載
し
て
、
そ
の



一
三
頁

処
理
の
経
過
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
低
年
齢
少
年
に
係
る
ぐ
犯
調
査
に
お
け
る
配
慮
）

第
三
十
二
条

低
年
齢
少
年
に
係
る
ぐ
犯
調
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
低
年
齢
少
年
が
精
神
的
に
未
成
熟
で
あ
り
、
可

塑
性
に
富
む
こ
と
、
迎
合
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
等
の
特
性
を
有
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
少
年
の
心
情
と
早
期
の
立
直
り

に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

低
年
齢
少
年
で
あ
っ
て
ぐ
犯
少
年
と
認
め
ら
れ
る
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
少
年
」
と
い
う
。
）
を
呼
び

出
し
、
質
問
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
少
年
に
無
用
の
緊
張
又
は
不
安
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
言
動
に
注
意
す
る
と

と
も
に
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
夜
間
に
呼
び
出
し
、
質
問
す
る
こ
と
、
長
時
間
に
わ
た
り
質
問
す
る
こ
と
及
び
他

人
の
耳
目
に
触
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
に
お
い
て
質
問
す
る
こ
と
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

少
年
に
質
問
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
少
年
に
無
用
の
緊
張
又
は
不
安
を
与
え
る
こ
と
を
避
け
、
事
案
の
真
相
を
明
ら

か
に
し
、
事
後
の
効
果
的
な
指
導
育
成
に
資
す
る
よ
う
、
少
年
の
保
護
者
そ
の
他
の
当
該
少
年
の
保
護
又
は
監
護
の
観
点
か

ら
適
切
と
認
め
ら
れ
る
者
の
立
会
い
に
つ
い
て
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ぐ
犯
少
年
に
係
る
事
件
の
送
致
又
は
通
告
）



一
四
頁

第
三
十
三
条

ぐ
犯
調
査
の
結
果
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
の
手
続
に
よ
り
処
理
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

処
理
を
す
る
時
に
お
い
て
、
当
該
少
年
が
十
四
歳
以
上
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
を
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
付
す
る
こ
と
が

適
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き

長
官
が
定
め
る
様
式
の
ぐ
犯
少
年
事
件
送
致
書
を
作
成
し
、
こ
れ
に
長
官
が
定
め
る
様
式
の

身
上
調
査
表
そ
の
他
の
関
係
書
類
を
添
付
し
て
家
庭
裁
判
所
に
送
致
す
る
こ
と
。

二

処
理
を
す
る
時
に
お
い
て
、
当
該
少
年
が
十
四
歳
以
上
十
八
歳
未
満
で
あ
っ
て
、
保
護
者
が
な
い
と
き
又
は
保
護
者
に

監
護
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
家
庭
裁
判
所
に
直
接
送
致
す
る
よ
り
も
、
ま
ず
、
児
童
福
祉

法
に
よ
る
措
置
に
ゆ
だ
ね
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

長
官
が
定
め
る
様
式
の
児
童
通
告
書
に
よ
り
児
童

相
談
所
に
通
告
す
る
こ
と
。

三

処
理
を
す
る
時
に
お
い
て
、
当
該
少
年
が
低
年
齢
少
年
で
あ
っ
て
、
保
護
者
が
な
い
と
き
又
は
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る

こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

長
官
が
定
め
る
様
式
の
児
童
通
告
書
に
よ
り
児
童
相
談
所
に
通
告
す
る
こ

と
。

２

前
項
の
処
理
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
の
指
揮
を
受
け
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
導
教
養
）



一
五
頁

第
三
十
四
条

警
察
本
部
長
及
び
警
察
署
長
は
、
ぐ
犯
調
査
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
職
務
遂
行
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に

関
す
る
指
導
教
養
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
節

雑
則

（
長
官
へ
の
委
任
）

第
三
十
五
条

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
触
法
調
査
又
は
ぐ
犯
調
査
に
関
す
る
書
類
の
様
式
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、

長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
刑
事
事
件
の
捜
査
及
び
刑
事
事
件
以
外
の
事
案
に
つ
い
て
少
年
法
又
は
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
措
置

を
と
る
た
め
必
要
な
」
を
「
当
該
少
年
に
係
る
事
件
の
捜
査
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

触
法
調
査
又
は
ぐ
犯
調
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
家
庭
裁
判
所
及
び
児
童
相
談
所
と
の
連
携
を
密
に
し
つ
つ
、
こ

れ
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
第
三
項
中
「
触
法
少
年
」
の
下
に
「
で
あ
っ
て
少
年
法
第
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
送
致
す
べ
き
者
若
し

く
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
通
告
す
べ
き
者
に
該
当
し
な
い
も
の
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
同

条
の
前
に
次
の
節
名
及
び
一
条
を
加
え
る
。



一
六
頁

第
一
節

通
則

（
捜
査
又
は
調
査
を
行
う
部
門
）

第
十
二
条

警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
は
、
犯
罪
少
年
に
係
る
事
件
の
捜
査
又
は
触
法
少
年
に
係
る
事
件
の
調
査
（
以
下
「

触
法
調
査
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
ぐ
犯
少
年
に
係
る
事
件
の
調
査
（
以
下
「
ぐ
犯
調
査
」
と
い
う
。
）
を
少
年
警
察
部
門

に
属
す
る
警
察
官
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
件
の
内
容
及
び
当
該
警
察
本
部
又
は
警
察
署
の
実
情
に
か
ん
が

み
、
適
切
な
捜
査
又
は
調
査
の
実
施
の
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
も
、
少
年
の
特
性
に
配
慮
し
た
捜
査
又
は
調
査
が
行

わ
れ
る
よ
う
、
少
年
警
察
部
門
に
属
す
る
警
察
官
に
捜
査
又
は
調
査
の
経
過
に
つ
い
て
常
に
把
握
さ
せ
、
捜
査
又
は
調
査
を

行
う
警
察
官
に
対
す
る
必
要
な
支
援
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
少
年
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十

一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



一
七
頁

（
犯
罪
捜
査
規
範
の
一
部
改
正
）

２

犯
罪
捜
査
規
範
（
昭
和
三
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
触
法
少
年
及
び
ぐ
犯
少
年
）

第
二
百
十
五
条

捜
査
の
結
果
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
少
年
警
察
活
動
規
則
（
平
成
十

四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
第
三
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

被
疑
者
が
少
年
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
少
年
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
場
合

二

被
疑
者
が
罪
を
犯
し
た
事
実
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
と
き
で
あ
つ
て
、
こ
の
者
が
少
年
法
第
三
条
第
一
項

第
三
号
に
規
定
す
る
少
年
で
あ
る
場
合

第
二
百
十
六
条
及
び
第
二
百
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
百
十
六
条
及
び
第
二
百
十
七
条

削
除

第
二
百
二
十
一
条
中
「
別
記
様
式
第
二
十
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
三
号
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
六
条
中
「
別
記
様
式
第
二
十
五
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
四
号
」
に
改
め
る
。



一
八
頁

第
二
百
七
十
四
条
中
「
別
記
様
式
第
二
十
六
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
五
号
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



一
九
頁



二
〇
頁

別
記
様
式
第
二
十
三
号
を
削
り
、
別
記
様
式
第
二
十
四
号
を
別
記
様
式
第
二
十
三
号
と
し
、
別
記
様
式
第
二
十
五
号
を
別

記
様
式
第
二
十
四
号
と
し
、
別
記
様
式
第
二
十
六
号
を
別
記
様
式
第
二
十
五
号
と
す
る
。


